
マザーズの信頼性向上及び活性化に向けた上場制度等の整備及び関連施策の概要

市場の信頼性向上に向けた施策

(1)財務諸表の信頼性向上のための対応

○上場会社監査事務所による監査の義務付け

○ 日本公認会計士協会に対 し上場会社監査事務所登録

制度などの一層の充実 とその適切な運用を要請

(2)上場審査の実効性向上のための市場関係者 との連携
の強化等

○新規上場申請者に関する情報の入手先の多様化

○主幹事証券会社、会計監査人及び財務局 との情報共

有と対応の要請

○主幹事証券会社に対 し引受審査内容の報告を要請

○外部専門家・調査機関の活用

○内部告発情報の取得と活用

○有価証券報告書の虚偽記載等の事例に係る情報交換

(3)市場コンセプ ト明確化のための対応

○長期上場銘柄に係る上場廃止基準の見直 しと市場 コ

ンセプ トヘの適合性確認 プロセスの新設

新規上場の活性化に向けた施策

(1)市場 コンセプ トに即 した上場審査手法の導入

○上場直後の経営成績が良好 となる見込みのあることは

要件 と しないことを明確化 し、長期的な視点で事業計

画の実現可能性 を評価する方法へ変更

(2)上場審杏 プロセスの効率化のための対応隼

○主幹事証券会社作成の推薦書の提出時期の見直 し

○標準上場審査期間の設定 (2か月)

○上場審査プロセスの整理・見直 し

○上場審査スケジュールの事前提示

○上場に至らない場合の文書による明確な理由等の説明

○反社会的勢力の関与等について確認すべき範囲や審査
の取扱いの整理・見直 し

○上場準備段階における事前相談の透明性向上、フォロ

ーアップの強化

(3)遡及監査の実施に向けた環境整備

○今後の市場関係者による議論を踏まえ、必要な上場制

度の見直 しを検討

○日本公認会計士協会に対 し、いわゆる遡及監査の実施

に関連 して必要な環境整備を要請

(4)未上場ベンチャー企業に対する上場支援の強化

○未上場ベンチャー企業と市場関係者との接触機会の提

供を目的とした交流イベン トの開催

流通市場の活性化に向けた施策

(1)ア ナ リス ト・カバ レッジ拡大に向けた取組み

○アナ リス ト・カバ レッジ拡大に向けた取組みの実施

(2)上場後間 もない会社の IR支援

○アナ リス トや機関投資家 を対象 と したマザーズ上場会

社の合同 IR説明会の開催

○ IR助言サー ビスの活用支援
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監査 の品質 に係 る信頼性 向上及 び遡 及 監査 に関す るご検討 のお願 い

拝啓  時下 ます ます ご清栄 の こ ととお慶 び 申 し上 げます。

貴協会 にお かれ ま しては、平素 よ り、公認会計 士及 び監査法人 に よる財

務 諸表 監 査 の品質 管理 をは じめ、投 資者 の投資判 断 の基礎 とな る財 務 諸表

の信頼性 向上並 び に有価証券市場 の公 正性及 び健全性 の確 保 に、多 大 な る

ご尽力 を賜 り厚 く御 礼 申 し上 げます。

ご高承 の とお り、20年 以上 の長 きに亘 る我 が国経済 の深亥Jな 停滞 に加 え、

近年 の近 隣ア ジア諸 国 の急速 な経 済成長 もあつて、我 が国経済及 び それ を

映す鏡 で あ る我 が国 の資本市場 の国際的 なプ レゼ ンスは大 き く低 下 しつつ

あ り、経 済 。資本活動 の活性 化 が喫緊かつ重要 な課題 となってお ります。

経 済 の活性化 は、そ の担 い手 で あ る企 業 の活動 に大 き く依拠 す る もので

あ ります が、そ うした企業活動 を支援す る立場 か ら、当取 引所 、公認 会計

士 ・監査 法人及 び貴協会 を含 む資本 市場 関係者 に も一層 の努 力 が求 め られ

てお ります。

当取 引所 で は、高 い成長 可能性 を有す る新 興企業 に、そ の成長 の実現 に

欠 かせ ないエ クイ テ ィ資金 の 円滑 な調 達機 会 を早期 に提供 す る こ とを通 じ

て、次世代 を担 う新 たな産業 の育成 を促進 す るため、 1999年 か ら成長企業

向 け市場 で あ るマザー ズを運 営 してお ります。当取引所 といた しま しては、

このマザ ーズが期待 され る役 割 を十全 に発揮す るこ とに よ り、今後 も、成

長企業 の支援及 び経済 の活性化 に寄与 してまい りたい と考 えてお ります。

一方 、本年 中にお いては、遺 憾 なが らマ ザー ズ上場会社 の うちに上場前

か ら継 続 して粉飾決算 を行 つてい た事 例 が複数発 覚 いた しま した。 上場会



社 の粉飾 決算 は、財務 諸表 全 般 の適正性並び に資本 市場 の公 正性及 び健全

性 に対す る投資者 の信頼 を揺 るが し、他 の上場会社 の資金調 達活動 に も影

響 を及 ぼす重大事 で あ ります。 当取 引所 では、 これ まで も、財務諸表 の虚

偽 記 載 等 につ い て上場 廃 止 を含 めた厳格 な対 応 を とる こ とに よ りそ の牽

制・未然 防止 に努 め る とともに、平成 17年 9月 には貴協会 あてに 「適切 な

監査 の確 保」 に係 る周知 方 をお願 い してい る ところです が、今 回の事態 を

踏 ま え、改 めて資本市場 関係 者 が強 い決意 に よ り再発 防止 に取 り組 む こと

が必要不 可欠 で ある と考 え られ ます。

こ うした事情 を踏 ま え、今 般 、当取 引所 で は、マザーズ の信頼性 向上及

び活性 化 を 目的 とす る総合 的 な施策 を、別添 の とお りと りま とめま した。

この 中で は、財 務諸表 の信 頼 性 向上 の観 点か ら、貴協会 にお いて監査 の品

質管理 を 目的 に取 り組 んでお られ る上場会社 監査事務所 登録制度 との連携

を強化す るため、新 規上場 申請者 に上場会社監査事務所 に よる監査 を求 め、

さ らには未登録 の監査 事務 所 に よる上錫会社 の財 務諸表 監査 を排 除す るほ

か、い わ ゆる遡 及監査 の実施 に係 る環境整備 のた め、今後 の市場 関係者 に

よる議論 を踏 ま え、必要 な上場 制度 の見直 しを検討す るな どの施策 を盛 り

込 んでお ります。

当取 引所 とい た しま して は、今後 、 これ らの施 策 を可及 的速や か に実行

してい くこ とを通 じて、成長 企 業 へ の円滑な資金供給 に係 る環境 の整備 に

努 めて まい る所 存 です が、 あわせ て、貴協会 に対 して も下記 の事項 を要望

申 し上 げます。

貴協会 におかれ ま して は、財務 諸表監査 の品質 管理 等 を担 う自主規制機

関のお立錫 として 、我 が国 の資本 市場 の健全 な運 営 に引 き続 き ご努 力 いた

だ きます とともに、 当取 引所 の施 策 につ きま して も、 ご理解 とご協力 を賜

ります よ うお願 い 申 し上 げます。

敬  具

2



記

.上場会社 の財 務諸表監査 に射 す る信頼性 の一層 の向上 の観 点 か ら、上

場 会社監 査事務 所制度及 び 品質管理 レビュー制度 につ いて、昨今 の粉飾

決 算 等 の発 覚 を踏 まえ、一層 の充 実 とそ の適切 な運用 に努 めてい ただ く

こ と。 と りわ け、上場会社 に上場廃上 の原 因 とな るよ うな重 大 な粉飾決

算等 が生 じ、 当該 上場会社 を監査 す る監査事務所 の他 の上場会社 の財務

諸表 に係 る監査 の品質 に対す る投 資者 の信頼 が損 なわれ る懸念 が ある場

合 等 において 、品質管理 レビュー の実施 等 、機 動的 に対応 いただ くこ と。

2.成 長 企 業 に対 す る資金提供機 会 の早期提供 (上 場 準備期 間 の短縮 )の

観 点 か ら、い わ ゆ る遡 及監査 の実施 に関連 して、必要 な環境整 備 を図 つ

ていただ くこ と。

以  上
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